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市民相談室を利用してください。
　市民相談室（多賀城市消費生活相談窓口）では、専門の資格を持つ消費生活相談員が、
消費生活全般に関する相談対応や、消費生活講座などの啓発活動、情報発信を行っています。
＊市民相談室は市役所西庁舎２階にあり、市民なら誰でも利用できます。

市民相談室ではどんな相談を受けることができるの？

電話または来室で相談ができます。来室の場合は、事前に電話予約をしてください。

相談の流れ 

●消費生活相談（要事前予約）
市民の消費生活に関するトラブルなどに、
消費生活相談員が応じます。
【日時】平日８時 30分～17時
＊㊏の相談は、宮城県消費生活センター�
　（☎ 211-3123）へ電話

●市民相談（要事前予約）
市民生活に関する相談は、担当部署などへ案内します。
【日時】平日８時 30分～17時

●行政相談
公共機関の仕事に関する苦情、要望など
を、総務大臣から委嘱された行政相談員
が応じます。
【日時】�毎月第２㊋（㊗除く）�

10 時～13時

●法律相談（1 人あたり 30 分、要事前予約）
弁護士へ相続、離婚、賃借などに関する相談ができます。
【日時】�毎月第３㊌（㊗除く）�11時～12時、13時～16時

●人権相談
人権侵害で困っている場合などに、人権
擁護委員が応じます。
【日時】�毎月第２㊊（㊗除く、要事前予約）

10時～12時、13時～15時
＊最寄りの法務局でも相談可

●消費生活に関する出前講座
市民が主催する集会や学習会などに消費
生活相談員などを講師として派遣します。

▲宮城県消費生活
　センターHP

▲�行政相談委員について
（総務省HP）

▲�出前講座について�
（市 HP）

▲�人権相談について�
（総務省HP）

　来室時は、相談に関わる契約書や申込書などの書類を用意してください。
　Webでの契約や申し込みに関する相談は、契約（申込）画面などを印刷したものを用意すると
相談時間が短縮できます。

１ 電話相談

２ 必要があれば来室での相談

３ 相談への対応

事業者などへの交渉方法な
ど、トラブルを解決するた
めの助言や情報提供
状況によって、相談員が事
業者などと直接交渉して、
状況を確認し、問題解決を
サポート（あっせん）

専門家のアドバイス
が必要な場合は、弁
護士からのアドバイ
スを受けて助言
専門的な相談機関な
どを案内する場合有

法律に関する相談
は、毎月１回実施の
法律相談を案内
65歳以上の人には、
高齢者の無料法律
相談（仙台弁護士
会）を案内

生活に関する各
種相談は、市役
所の担当部署な
どを案内

　　市民相談室　☎ 368-1141（代表）問

82024.59 2024.5

市役所からお知らせ

1 介護保険の保険料が変わります
　　介護・障害福祉課介護保険係　☎ 368-1497問

　介護保険料は、３年に一度、見直しを行っています。保険料は介護保険を運営していくための大切な
財源です。介護が必要になったときに誰もが安心してサービスを利用できるよう、介護保険料を納付くだ
さい。
　詳しくは、今月号の多賀城NOWと一緒に配布する「介護保険の保険料のお知らせ」を確認してください。
　令和６年度（令和６年４月～令和７年３月分）の保険料額は、令和５年中の所得に基づいて算定し、７月
中旬以降に郵便でお知らせします。

第８期【令和３年度から令和５年度】 第９期【令和６年度から令和８年度】
所得段階 保険料算定基準 月額 所得段階 保険料算定基準 月額

第１段階

○生活保護受給者
○ 老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税者

1,160円 第１段階

○生活保護受給者
○老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税者

1,240円
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課
税

同じ世帯
にいる人
全員も市
民税非課
税

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

本
人
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市
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税
非
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税

同じ世帯
にいる人
全員も市
民税非課
税

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

第２段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円超
120万円以下の人

2,320円 第２段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円超
120万円以下の人

2,480円

第３段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が120万円を
超える人

3,770円 第３段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が120万円を
超える人

4,030円

第４段階 同じ世帯
に市民税
課税がい
る場合

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

4,350円 第４段階 同じ世帯
に市民税
課税がい
る場合

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

4,650円

（基準額）
第５段階

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円を
超える人

5,800円
（基準額）
第５段階

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円を
超える人

6,200円

第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が120万円未満
の人

6,670円 第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が120万円未満
の人

7,130円

第７段階
合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人

7,540円 第７段階
合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人

8,060円

第８段階
合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人

8,700円 第８段階
合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人

9,300円

第９段階
合計所得金額が320万円以上
400万円未満の人

9,860円 第９段階
合計所得金額が320万円以上
420万円未満の人

10,540円

第10段階
合計所得金額が400万円以上
500万円未満の人

10,730円 第10段階
合計所得金額が420万円以上
520万円未満の人

11,780円

第11段階
合計所得金額が500万円以上
の人

11,600円

第11段階
合計所得金額が520万円以上
620万円未満の人

13,020円

第12段階
合計所得金額が620万円以上
720万円未満の人

14,260円

第13段階
合計所得金額が720万円以上
の人

14,880円


